
 

 

水産物コールドチェーン整備事業実施要領 
 

令和８年５月１日 

８ 水 第 2 7 8 号 

 

第１ 趣 旨 

知事は、近年の気候変動に伴う気温及び海水温の上昇による水産物の品質低下等の

被害が発生する中、京都府産水産物の生産、流通過程における温度管理及び衛生管理

（以下「コールドチェーン」という。）の高度化に取り組む事業者に対し、補助金等の

交付に関する規則（昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。）及びこの要領

に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

第２ 事業の内容等 

本事業の補助対象事業、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、補助要件、補助率

及び補助上限額については、別表のとおりとする。 

 

第３ 事業の実施等 

１ 交付申請 

補助金の交付申請を行おうとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、規則第

５条の規定により、補助金交付申請書（別記第１号様式。以下「交付申請書」という。）

を知事に提出するものとする。 

 

２ 交付決定 

   知事は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、規則第６条に規定する補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行う

ものとする。 

 

３ 事前着手 

   申請者が、補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受け

ることはできない。 

   ただし、やむを得ない事由により当該補助対象に係る交付の申請を行った日か

ら当該申請に係る補助金の交付決定前までの間に事業を実施しようとする交場合

において、あらかじめ交付決定前着手届（別記第２号様式）を知事に提出して、そ

の承認を受けたときは、この限りではない。 

 

 ４ 補助事業の変更等の承認 

２の規定により、交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げ

る補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第９条の規定により、あらかじめ変

更等申請書（別記第３号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）事業の廃止又は中止 

（２）補助金額の増又は２割を超える減 

（３）事業内容の追加又は変更（軽微なものを除く。） 



 

（４）その他知事が必要と認める変更 

 

 

５ 実績報告 

 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して 15 日を経過した日又は 

交付決定のあった年度の３月 15 日のいずれか早い日までに、規則第 13 条の規定

により、実績報告書（別記第４号様式）を知事に提出するものとする。 

 

６ 補助金の経理等 

   補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともにその証

拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年

度の終了後 10 年間保存しなければならない。 

 

第４ 補助金の概算払 

補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（別記第

５号様式）を知事に提出するものとする。 

 

第５ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、交付決定のあった年度の２月末日までとする。 

 

第６ 財産の管理及び処分 

１ 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加し

た財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産管理台帳（別記第６号様式）を

備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数又は交付決定の日から10年

のいずれか短い期間とし、同条第２号に規定する知事が定める取得財産は、取得価格

又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。 

３ 補助事業者は、２に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の

交付の目的に反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認

申請書（別記第７号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 知事は、３の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分によ

り収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。 

 

第７ 書類の提出 

 この要領に基づき知事に提出する書類は、京都府農林水産部水産課に提出するもの

とする。 

 

第８ その他 

この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、知事が別に

定める。 

  



 

 

附 則 

この要領は令和８年５月１日から施行し、令和８年度の事業から適用する。 

  



 

【別表】 

補助対象事業 
コールドチェーンの高度化に資する新たな機械・機器の導入等に要する経費を支援す
る。 

補助対象 
経費 

補助対象事業の実施に要する経費で次に掲げる経費に該当するもの 
（１） 生産・集出荷・調製の過程で必要な機械・機器の導入に係る経費 

チラー（冷却水循環装置）、冷蔵冷凍設備、製氷設備 等 
 
（２） コールドチェーンの高度化を図るための施設改修に係る経費 
    冷蔵冷凍庫の改修、低温環境の維持に必要な資材 等 
    ※ただし、解体・撤去費用等の当該設備整備費以外の費用については、補助対

象としない。 
 
（３） その他知事が特に認めるもの 

補助対象者 

京都府内に主な生産・経営基盤を持つ者で、次に掲げる者 
（１） 水産業関係団体 
    漁業協同組合、水産流通協同組合 等 
（２） 水産業経営体 

補助要件 

次に掲げる要件の全てを満たしていること。 
（１） 京都府産水産物の取扱いをしていること。 
（２） 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。 
（３） 事業実施年度の２月末日までに完了する取組であること。  

補助率 
及び 

補助上限額 

（１） 補助率 
１／２以内（消費税及び地方消費税は補助対象外） 

（２） 補助上限額 
２５,０００千円 

 


